
<ホームページ更新について >  

 4 月に開催した 、 イベント の日記・写真をホームページ のイベント

日 記 に掲載してあります。参加している 皆様・職員の様子 を掲載しま

したので、是非ご覧ください！ ！  

 

URL： http: / / at takanoie . com/  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     <負担限度額証の更新についてのお知らせ > 

今 年 も 7 月 31 日 で <介 護 保 険 負 担 限 度 額 認 定 証 >の 有 効 期 限 が 終 了 し

ま す 。 8 月 以 降 も 負 担 限 度 額 認 定 を 受 け る た め に は 、 各 市 区 町 村 に  

申 請 を し て い た だ く 必 要 が あ り ま す 。  

つ き ま し て は 、 市 区 町 村 か ら 【 負 担 限 度 額 申 請 】 に 関 す る 書 類 が  

届 き ま し た ら 、 お 早 め に 手 続 き を 願 い し ま す 。  

 

※ 更 新 の 手 続 き を 期 間 内 に し て い た だ か な い と 、 負 担 限 度 額 認 定 が  

受 け ら れ な く な り ま す 。 忘 れ ず に 手 続 き を お 願 い い た し ま す 。  

※ 更 新 の 期 間 は 、各 自 治 体 (市 町 村 )に よ っ て 変 わ り ま す 。「 保 険 者 」の  

更 新 期 限 を ご 確 認 の 上 、 お 手 続 き し て い た だ く よ う お 願 い し ま す 。  

※ 更 新 申 請 に つ い て ご 不 明 な 点 等 ご ざ い ま し た ら 、 お 気 軽 に ご 連 絡  

く だ さ い 。  

 

            TEL： 048 - 485 - 0030   担 当 ： 有 岡 ・ 時 田  

 

<施設の理美容について >  

施設内で行 って いた 訪問理 美容 に ついての ご報 告です 。今 後 新 しい

業者 に変更となります。そのため 、日時 が毎月第 3 金曜日に変更と  

なり 、料金も若干変更となります。  

詳細 は、同封いたしました 別紙を参照して頂ければと思います 。  
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